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はじめに
本事例集は県内における様々な取組の共有を通して、市
町での助け合い活動の仕組みづくりを推進するため、各市
町にて紹介したい事例を記載していただき、事例集として
まとめました。今後の取組にぜひご活用ください。
また、各事例の詳細については、各事例に記載しており
ます担当者へお問い合わせください。
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市町における生活支援体制取組状況
（諫早市西栄田町）

声掛け巡回
西栄田町を2地区に分けて、地域の状況を確認しながら、一人暮らし高齢者や高齢者世帯を
訪問し声掛けを行い、困りごとを把握し対応する。

西栄田町は、老人クラブやいきいきサロン等、地域活動に参加している高齢者は元気だが、それ以外の高齢者の状況把握が
難しかった。高齢者が自宅で亡くなったケースが2件あり、地域での見守り活動の必要性が高まってきた。地域を回ることで、
溝蓋・街灯・空き家・雑草等環境面の把握も行え、住民と顔馴染みの関係性も作れるため、令和2年1月から西栄田町自治会の
活動として「声掛け巡回」を開始された。

内 容

背 景

実施までの流れ

日常生活支援
～見守り～

「声掛け巡回」を自治会活動として、
どのように定着させていくか

自治会役員会で協議
西栄田町で孤独死が2件発生

自治会で高齢者の見守り行う必要性がでてきた

高齢者の見守り活動を始めよう！！

令和2年10月・11月
令和3年11月・12月
民生委員、福祉協力員と協力し、
心配な高齢者宅には訪問し、
近況や困りごとを確認した

令和2年1月 「声掛け巡回」開始
令和2年1月・2月：外に出ている高齢者にのみ声を掛けた
➡もう少し踏み込んだ対応が必要では？ ４

２

３

課名：諫早市北部地域包括支援センター
担当：池
連絡先：0957-25-7030

平成30年から、諫早市の第二層の協議体
「語らん場」が始まった。そこで、2025
年に向けた課題の共有や、介護予防や生
活支援、地域の支え合い活動について協
議した。

１
協議

課題

結果

・協議
・調整

声掛け巡回実施

5

協議

令和3年10月「西栄田町語らん場」開催
♢自治会主体で参加者を選定

♢西栄田町の地域活動について紹介

西栄田町語らん場を継続し、声掛け巡回やアカシア
会お手伝い隊(生活支援)取り組みの定着を目指して
いこう

6

第2層SC

ミニ語らん
場の提案

4



市町における生活支援体制取組状況
（諫早市西栄田町）

アカシア会お手伝い隊
アカシア会で行ったアンケート結果に基づいて、「庭掃除、粗大ごみの処理」等の生活支援を

アカシア会の会員同士で、無償の助け合い活動を行っている。

西栄田町老人会「アカシア会」でアンケート調査を行い、生活支援のニーズがあることがわかった。
自治会全体の支援は難しいが、まず「アカシア会」の会員同士での助け合い活動を行おう！！と始まった活動。

内 容

背 景

実施までの流れ

日常生活支援

平成30年から、諫早市の第二層の協議体
「語らん場」が始まった。そこで、2025
年に向けた課題の共有や、介護予防や生
活支援、地域の支え合い
活動について協議した。

自治会全体では難しいが、「アカシア会」の会員同士
の生活支援を行ってはどうか？

令和元年8月 実態把握アンケート実施

重い物の移動、庭掃除、粗大ごみの処理、高所作業、
布団干しに困っている人がいる

♦「アカシア会お手伝い隊」の活動をどう定着させるか？
♦ 自治会活動との連携は・・・

令和元年10月「アカシア会お手伝い隊」設立
実績：庭掃除、包丁研ぎ

・支援の要望が中々ない・・・
・無償だと頼みくいのかも・・・

１

４

２

３

課名：諫早市北部地域包括支援センター
担当：池
連絡先：0957-25-7030

協議

結果

課題

第2層SC

ミニ語らん場
の提案

令和3年10月「西栄田町語らん場」開催
♢自治会主体で参加者を選定

♢西栄田町の地域活動について紹介

西栄田町語らん場を継続し、声掛け巡回やアカシア
会お手伝い隊(生活支援)取り組みの定着を目指して
いこう 5

情報共有

協議
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市町における生活支援体制取組状況
（諫早市白岩町北部）

いきいきサロン利用者に対し、サロン通信（1回/月発行）や、ボランティアが声を掛け、
1回/月ちょっとした生活支援を行う。
※原則はサロン利用者が対象だが、白岩町北部在住の高齢者で、ご近所づきあいの範囲内であれば、
サロン利用者でなくても可。

白岩町北部が含まれる西諫早地区では、平成30年から第二層の協議体
「語らん場」が開始された。その協議の中で地域での支え合い活動の必要性を感じられる
ようになった。自治会全体で動くとなるとハードルが高いが、「いきいきサロン」の
利用者とボランティアで何かできることがないか考えたのがきっかけ。

内 容

背 景

実施までの流れ

日常生活支援

平成30年から、諫早市の第二層の協議体
「語らん場」が始まった。そこで、2025
年に向けた課題の共有や、介護予防や生
活支援、地域の支え合い
活動について協議した。

いきいきサロンで
ミニ語らん場を開催
したいと相談がある。

令和元年5月
いきいきサロンの利用者を対象に
「介護予防・生活支援のアンケート」実施

「粗大ごみの処理に困って
いる」ことがわかった。

令和2年11月
「第2回ミニ語らん場」開催
・ボランティアから、「サロンの
ついでのお手伝いデー」を提案

令和元年11月
いきいきサロン白岩北部「第1回ミニ語らん場」開催
・今まで「語らん場」に参加したことがない人にも、2025年に向けた課題の共
有や地域の現状を知ってもらった。

サロンの利用者、ボランティアそれぞれの立場で、今自分にできることを
考えてもらった。

白岩町北部に生活支援ボランティアを立ち上げたい…

１

４

２ ３

課 名：諫早市北部地域包括支援センター
担 当：池
連絡先：0957-25-7030

相談
第2層SC

令和2年12月から毎月15日に
「サロンのついでのお手伝いデー」開始

結果

5

今は大丈夫だけど、今後はわからない…だからそういう仕
組みがあると安心☺という反応があった

令和3年11月「第3回ミニ語らん場」
・徐々に自発的なボランティア依頼があ
るようになってきたが、さらに活動を前
進させるため、サロンボランティアで勉
強会を開催予定

6

6

・協議
・調整

令和4年11月「第4回ミニ語らん場」開催
・遠慮して支援を頼まない人が多い。
「お手伝いデーチケット」をサロンの誕
生日会の時、プレゼントして、使用を促
す。頼み上手になってもらう相談 7



市町における生活支援体制取組状況
（松浦市）

松浦地域の高齢者等を対象に、お互いに支え合い、誰もが安心して自分らしく暮らすことができる
ように、身近なサポーター(ボランティア会員)を紹介し、高齢者等の困りごとの手助けを行う

地域に独居や高齢者だけの世帯が増え、ゴミ出しや買い物、室内清掃など簡易な家事が出来なくなったことで、自宅での
生活が継続できず施設入所を選択するケースがみられるようになった。
高齢になっても生活上の困り事を近くの人に頼めるような支え合える地域を創りたいと意欲を示す住民に働きかけを行った。

内 容

背 景

実施までの流れ

・市が毎年サ
ポーター養成講
座を開催。講座
修了者に対して、
第１層ＳＣが
「シグナル」ボ
ランティアの会
員登録を促して
いる。
・会員同士の交
流・情報交換を
目的に、定期的
に情報交換会を
開催している。

日常生活支援

（困りごと）
・ゴミをゴミステーションまで持っ
ていけない
・食料品を買って持ち帰るのが大変
・部屋を掃除するのが難しくなった
・洗濯ものを干すのが大変になった

地域包括支援センターが（第１層Ｓ
Ｃ勤務）、日々の相談受付の中から、
要介護認定までは至らないが何らか
の支援を必要とする高齢者等を把握
する。
生活支援を担うボランティアを養成
（介護予防・地域支え合いサポー
ター養成講座の開催）

事務局は、サポーター及び地域包括支援セ
ンターと同伴訪問を行い、支援内容を利用
者と確認し契約。
利用者は利用券（200円×10枚綴り）を事
務局から購入し、1回30分程度の生活支援
を受けた際に1枚の利用券をサポーターを
通して事務局に渡す。

介護予防・地域支え合いサポーター養成講
座修了者が松浦助け合いネットワーク「シ
グナル」を立ち上げ、賛同者をサポーター
として登録。
地域包括支援センターから依頼を受けた高
齢者に対しシグナル事務局がサポーターと
利用者のマッチングを行う。

１
４

２ ３

課名：長寿介護課
担当：平田佑三郞
連絡先：0956-72-1111

松浦地域の住民
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市町における生活支援体制取組状況
（波佐見町）

自治会内（井石郷）でのゴミ出しや掃除、庭の草取りなど日常生活の困りごとに対し、
お互い様の気持ちで、ボランティア活動を実施。

井石郷の高齢化率は35.3％（町全体は31.5％）
ささえ合いのまちづくりフォーラムや勉強会に参加し、助け合いの必要性を実感。災害支援について検討する中で、日頃から隣近所で
助け合える関係づくりが必要であるとの想いを持った。アンケート結果でも必要と感じている方や関心のある方が多くみられた。

内 容

背 景

実施までの流れ

実施のうえでのポ
イント

地域の方が必要性
を実感し、「やろ
う！！」という強
い気持ちをもって
月一回の定例会で
振り返りや勉強会
を行いながら進め
ている。

日常生活支援

町主催フォーラムに参加した地域の方が
支え合いのまちづくりの必要性を実感。
勉強会を重ね、２層協議体のメンバーと
なり、いろんな情報を得ることでさらに
強い想いとなる。

地域の課題を把握するため、アンケート
を実施。
アンケート結果から、「地域の助け合い
の仕組みができることで、地域の方が安
心して住めるのではないか」との想いを
持ち、2層協議体メンバーが中心となり、
立上げに向けた検討委員会を設置。

会員制で掃除や草取り、電球の交換などの支援
を実施。
利用料は10分ー100円。謝礼はチケットでの支
払いとし、事前に10枚綴を購入してもらう。
謝礼は事務手数料1割を差し引いた額を支援し
た人に支払う。「できることをできるときに、
できる人が」というお互い様の気持ちで活動中。

SCから他市町での事例を紹介、規約・チケット
などの情報を提供を受けながら、6回の検討会
を開催し、規約を作成した。
住民への周知と会員募集を行い、活動開始と
なった。

１

４

２ ３

課名：地域包括支援センター
担当：植垣、柿本
連絡先：0956-85-2976

始開動活

SC
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・タダは頼みにくい。
・買物やゴミ出しなど、専門職に頼まなくて
も、地域の支え合いでやっていけることがた
くさんある。
・人の役に立ちたい、活躍したい人が、まだ
まだいるのでは。
・介護予防ボランティアポイント制度が普及
しない。

市町における生活支援体制取組状況
（佐々町）

ボランティア団体「ぷらっと」による掃除や買い物などの生活支援。(対象者の身体状況及び
生活環境に応じて、包括支援センター地区担当者より「ぷらっと」へ依頼、日常の困りごとを
解決！住み慣れた地域で生活を継続できるよう支援する)

・福祉計画アンケート調査より、掃除や買い物などの生活支援のニーズが高かった。
・総合事業対象者で「買い物に行けない。掃除が大変になってきた。ゴミ出しに行けない」等の声が多くあった。

内 容

背 景

実施までの流れ

・ボランティア主
体で運営、定例会
にて情報を共有し
ている

・通いの場支援か
らの生活支援
馴染みの関係！で
「お互い様」の関
係で付き合える！

生活
支援

日常生活支援

地域包括支援センター（第1層ＳＣ、地区担当
者）が地域ネットワーク情報交換会や訪問活
動で実態把握

掃除・ゴミ出し・買い物等の生活支援！
新しい団体、サービスを創出するより、
既存の団体で進めていけないか検討。

地区担当者→第1層ＳＣ→相談→マッチング！！

1回30分（200円）「ありがとう券」利用者から支援者へ
町からボランティアポイントを付与

包括支援センター第1層ＳＣより
既存のボランティア団体「ぷらっと」に提案

※既存の住民主体の通いの場「元気カフェ・ぷらっと」利
用者のお困りごとについて、通いの場支援の延長線として
自宅においても馴染みの関係で助け合いの支援はできない
か検討！

課名：住民福祉課
担当：江田
連絡先：0956-62-6122

「ぷらっと」生活支援の部
メンバー集結‼」

課題を整理

具体化

結果
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市町における生活支援体制取組状況
（諫早市）

• 北諫早中学校区では、H29年度から介護予防と生活支援の語らん場（第２層協議体）を開催し、地域に合った介護予防や支え合いに
ついて話し合いを行なっている。

• 諫早市本明町は高齢化率が高い町（R３.4.1現在 42.9 %）。老人クラブ、いきいきサロン、若返り体操サークル等、公民館での活動
は活発に行われているが、公民館まで遠くて行けない高齢者もいるという声が語らん場で出ていた。

内 容

背 景

実施までの流れ

〇好事例として、他地域へ情報提供を行う。
⇒屋外での集いの場として、「参考になった」
「もっと知りたい」という意見多数あり。
⇒参加者自身のモチベーション向上に繋がる。

〇コロナ禍での活動⇒開催するかどうか明寿会語ら
ん場で話し合いながら決めている。
開催時は、間隔を開けて、マスクを着用して活動。

集いの場

《老人クラブ明寿会語らん場を開催》
老人クラブ定例会に包括職員が訪問し、
毎月15分の話し合いを続ける

⇒「明寿会（老人クラブ）に長く参加するに
はどうしたらいいかな？」

《明寿会語らん場に民生委員・自治会役員を
招き、話し合い》

「公民館まで来れない人のために
新しい集いの場を作ろう！」

• 包括職員が語らん場について紹介
• 地図を用いて集いの場の場所候補地を選定

《平松神社語らん場会
スタート！》

 毎月１日９時ごろより開始
 必要物品は、各自持ち寄り
 （椅子はコンテナで代用）
 包括職員も今後住民主体で活動を
継続できるように応援

（健康体操、頭の体操、情報交換）

《場所は平松神社の境内（芝生の広場）に決定！》
• 自治会が神社の使用を許可。鍵を老人クラブ会長へ預ける。
• 老人クラブ加入に関わらず、高齢者が誰でも参加できる会として
• 民生委員や老人クラブ会員で参加の声掛けを行う。
• 必要物品、役割を考えて分担する。
☆明寿会語らん場の話し合いに包括職員も参加し、一緒に考える。

課名：諫早市中央部地域包括支援センター
担当：生活支援コーディネーター 岩田
連絡先：0957-27-0730

北諫早中学校区本明町では、公民館まで行けない高齢者のために、老人クラブを中心に話し合いを
行い、屋外での新たな集いの場を始め活動している。

話し合い継続

準
備

開始

11

《平松神社の広場に手すりを設置！
手すりを使った運動を開始！》
 参加者より「できるだけ永く元気
でいるために、平松神社で安全に
歩く練習ができないか」という声
がきっかけ。

 地域ケア会議開催し、手すりを活
用した運動の方法・必要性を整理
した。

 福祉用具事務所が社会貢献として
手すり設置。市活動支援事業を活
用し、理学療法士より手すりを
使った運動の指導を受け、継続

R4年度
新たな
取り組み



シャッターが開いている時は、
集いの場が開いていますというサイン！
・まずは町の役員の集まりの時に公民館ではなく集
いの場を活用。
・口コミで広がり、他の町の方立ち寄ることもあり。

市町における生活支援体制取組状況
（諫早市）

・上山地区は、平成３０年度から介護予防と生活支援の語らん場（第２層協議体）を開催し、地域に合った介護予防や支え合いについて
話し合いを行なっている。
・この空き店舗がある町には公民館があるが、「公民館へ行くまでの道路は交通量が多く、横断が心配」、「公民館使用が自
由にできない」ということが語らん場の中の意見として挙がっていた。

内 容

背 景

実施までの流れ

• 地域の資源と
住民の困り事
をタイミング
良くマッチン
グさせたこと

• 住民のモチ
ベーションが
下がらないよ
うに働きかけ
を行ったこと

集いの場

【語らん場での話し合い】

• 語らん場で醤油屋を閉店するという情報
をキャッチ

• 語らん場で「道路横断が心配」「公民館
は自由に使いにくい」という意見が出て
いたことを報告

「醤油屋さんの空き店舗を）集いの場にす
るのはどうでしょうか？」

⇓

「シャッターを閉めたままにしておくのは
地域の明かりが減って寂しくなる」
「少しでも地域の為になるなら」と承諾を
得る！

課名：諫早市中央部地域包括支援センター
担当：生活支援コーディネーター 岩田
連絡先：0957-27-0730

上山地区の上野町では、閉店することになった醤油屋の空き店舗を利用して、集いの場を開設した。
家主である民生委員が家に居る時にはシャッターを開け、誰でも行ける集いの場としている。

話し合い

生活支援コーディネーターが提案

第２層SC

集いの場開設へ向けて環境を整える
・テーブルは卓球台！
・椅子はＤＩＹで作成！
・使っていないテレビ、冷蔵庫を持ち寄り

定期的に情報交換を行い、状況を把握

準備

どんな集いの場にしていこうか？

集いの場開設！

上野町住民⇔

第２層SC

民生委員かつ醤油屋の家主

第２層SC

民生委員、町内役員のご主人、自治会長、
老人クラブ会長

民生委員、自治会長、老人クラブ会長

Ｒ３.２月
集いの場に意見箱設
置！
「自治会として町民
の意見を聞きたい」
意見箱に入れられた
意見は、自治会役員
で協議し、協議結果
を町民へ回覧するよ
うにしている。

12



市町における生活支援体制整備取組状況
（諫早市貝津町）

民家（空き家）を利用した小コミュニティでの集いの場づくり。

・地域の公民館において実施されている地域活動へ歩いて参加できない高齢者が増えてきた。
→閉じこもりがちな高齢者が増える。

・地域高齢者が歩いて参加できる小コミュニティでの集いの場づくりの必要性を協議体（諫早市における
「語らん場」）においてテーマとなり、地域有志により民家（空き家）を利用した集いの場づくりを模索。

内 容

背 景

＜困りごと＞
・地域の大きな公
民館での活動に歩
いていくことができ
なくなった高齢者
が増加。
・閉じこもりがちに
なる高齢者の増加

実施までの流れ

貝津地区の高齢者

必要性
の共有

課題を把握
結果

・資金：社協のボラン
ティア助成金
等の活用

・保険：社協のボラン
ティア保険を
活用

地域の寄り処

「ほっこりん」

集いの場

○毎月第4水曜日
オープン！

課名：諫早市西部地域包括支援センター
担当：北原
連絡先：0957-43-330

第2層協議体
「語らん場」 第2層SC

「語らん場」（2層協議体）をきっかけに、発起人（婦人会・民生
委員・食生活改善推進員等）により、集いの場立ち上げに向け
模索。場所や資金面で解決策が見つからず、足踏み状態。

“ やる気を持って思い続けていたら願いは叶う！ ”
空き家を無料で貸してくれる方が現れ、資金面も
目途がつき、思い切って地域の寄り処「ほっこりん」
の立ち上げに至る。

でも…

【資金等の調達】

↓“こぢんまり”として家庭的な
集いの場、コロナ禍で少なくなっ
た笑顔が自然と出て、マスクでも
楽しい表情がうかがえます。

↑一軒家を活用した、
地域の方の寄り処
“ほっこりん”

近くて徒歩での参加
がしやすいと好評！

世代関係なく気軽に
立ち寄れる居場所づ
くりを目指します！
将来の自分達のため
でもあるのです！

（創立メンバーの4名）

R4追加



市町における生活支援体制取組状況
（諫早市下大渡野町）

下大渡野町新規サロン
1回/月、地域の集会所で送迎付き(無償）の「いきいきサロン」を行われています。
1人暮らしの方は大勢で食事をする機会が少ないため、ちょっとした軽食をボランティア・利用者
が一緒に準備され、みんなで楽しく食べられています。
集うだけでなく、介護予防のため本野節(地域の民謡)を活用して楽しく身体を動かされています。

本野地区にある下大渡野町は、老人クラブの活動が活発で「デイサービスに代わるような老人クラブを！！」
ということで、市の出前講座を活用し脳トレの取り組みを行われています。下大渡野町ではあえて「いきいきサロン」を立ち
上げない雰囲気がありましたが、本野地区「語らん場」で元気な高齢者を増やすには・・・というテーマで協議を進める中、
「下大渡野町でもいきいきサロンを立ち上げたい」という声が上がり、開始されたサロンです。

内 容

背 景

実施までの流れ

本野地区は兼業農
家が多く、定年が
ないため、80歳を
過ぎても身体が動
く方は仕事を続け
られる方が多い。
いよいよ身体が動
かなくなってから、
ようやく老人会等
の地域活動に参加
されるため、その
時は自力で参加で
きない方も多い。
介護予防の意識を
高め、いかに元気
に年を重ねるかが
課題。

居場所づくり
（介護予防）

平成29年から諫早市の第二層の協
議体「語らん場」が始まった。そ
こで、2025年に向けた課題の共有
や、介護予防や生活支援、地域の
支え合い活動について協議した。

本野地区は5町で構成されており、
本野町で5班全てにサロンが立ち上
がった。湯野尾町でも新規サロン
が立ち上がり…

令和3年８月 住民・市社協・包括でMT
参加者：ボランティア候補10名、自治会長、老人会長、
諫早市社協職員、包括職員(SC)
内容：対象者、場所、開催頻度、送迎、開催日、活動
内容、開始日、会の名称について協議

１

２

４

課名：諫早市北部地域包括支援センター
担当：池
連絡先：0957-25-7030

結果

相談

語らん場に参加した下大渡野町の
住民から「下大渡野町にもサロン
を立ち上げたい！！」という声が
上がった。

・協議
・調整

３

♢タイムスケジュール
令和3年7月：班長会でサロン立ち上げの了解を得る
令和3年9月：回覧板で新規サロンのチラシを回覧し、
参加者を募る
※回覧板と並行しボランティア候補10名が個別に利
用してほしい高齢者に声を掛ける

５

第2層SC

調整

令和3年11月「ひまわり会」開始
ボランティア5名、利用者8名
内容：ボランティア、利用者みんな
でやりたいことを提案し決めている。
軽食をみんなで食べたり、本野節を活
用して介護予防の取り組みも実施予定

６
調整

14



市町における生活支援体制取組状況
（諫早市湯野尾町）

湯野尾町新規サロン
1回/月、地域の集会所で送迎付き（有料）の「いきいきサロン」を開催している。
1人暮らしの方は大勢で食事をする機会が少ないため、1回/月は大勢で楽しく食事をする機会を
作ろう！と６～9月以外は昼食の提供があり（1食100円）。
集うだけでなく、介護予防のため脳トレや筋トレ体操も行われている。

本野地区にある湯野尾町は、集落が離れており、立派な集会所があるが、そこまでの移動が大変で、
集いの場があっても集えない方が多かった。
移動の問題を解決し、介護予防を兼ねた集いの場が
できないか、という思いから生まれた活動。

内 容

背 景

実施までの流れ
本野地区は兼業
農家が多く、定
年がないため、
80歳を過ぎても
身体が動く方は
仕事を続けられ
る方が多い。い
よいよ身体が動
かなくなってか
ら、ようやく老
人会等の地域活
動に参加される
ため、その時は
自力で参加でき
ない方も多い。
介護予防の意識
を高め、いかに
元気に年を重ね
るかが課題。

居場所づくり
（介護予防）

平成29年から諫早市の第二層の協議体
「語らん場」が始まった。そこで、2025
年に向けた課題の共有や、介護予防や生
活支援、地域の支え合い
活動について協議した。

2層SCに、語らん場に参加した住民
から、「湯野尾町でいきいきサロン
を立ち上げたい！」と相談がある。

平成30年10月 第1回MT
参加者：ボランティア候補13名

自治会長、諫早市社協職員
内容：対象者、場所、開催頻度、送迎、開催日、
活動内容、開始日、会の名称について協議

１

２

４

課名：諫早市北部地域包括支援センター
担当：池
連絡先：0957-25-7030

相談

マッチング

諫早市社会福祉協議会へつなぎ、新規サ
ロン立ち上げに向け、ボランティア候補
と話し合いを行う

協議

３

平成30年11月 第2回MT
参加者：ボランティア候補13名、自治会長、

諫早市社協職員、2層SC
内容：開始に向け詳細を協議
♦対象は65歳以上の高齢者
♦送迎は家族支援が難しい場合のみ1回100円で
行う
♦昼食は1食100円で提供する
♦食器等は寄付で賄う
♦介護予防の取り組みも行う

調整

５

第2層SC

15



市町における生活支援体制取組状況
（諫早市山川町）

「お家で介護」をキーワードに、家族の介護を経験した人、現在進行形の人が集い、
悩みを共有しながら、互いに学ぶ場。
山川町の住民だけでなく、家族介護について悩みのある方なら、どなたでも参加できる会です。

平成28年から始まった「語らん場」に参加する中で、山川町は3自治会あり、山川町全体の取り組みをどう進めるかが課題
として上がってきた。CMであり山川町住民でもある方から、「家族の介護をされていて、行き詰る方が多い。そういう人が気
軽に集い悩みを共有できる場があれば…」という意見から生まれた活動です。

内 容

背 景

実施までの流れ

居場所づくり

平成28年から、諫早市の第二層の協議体
「語らん場」が始まった。そこで、2025
年に向けた課題の共有や、地域の支え合
い活動について協議した。

山川町三地区自治会合同で「ご家族の介護をされている
方のためのサロンを作ろう！！

令和元年10月
山川町三地区自治会合同勉強会＝「ミニ語らん場」を開催

・2025年に向けた課題
・「語らん場」について

♦今まで「語らん場」に参加したことのない方々に
地域の現状を知ってもらった

♦山川町三地区自治会合同で何かできないか協議

１

5

3

課名：諫早市北部地域包括支援センター
担当：池
連絡先：0957-25-7030

協議

相談

第2層SC

協議

調整

4

令和元年11月
「ほっこり山川」誕生！！

結果

令和元年7月 山川町三地区自治会で協議
「西小校区の他の自治会に比べ、山川町
は遅れている感がある。山川町三地区自
治会合同で取り組めることないか
検討したい！！

ボランティアの皆さん
6

２
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市町における生活支援体制取組状況
（諫早市上大渡野町）

上大渡野町新規サロン
1回/月、地域の公民館で「いきいきサロン」を行われています。
集って語るだけでなく、季節の行事や手芸など創作活動、DVDを活用した介護予防体操にも
取り組まれています

本野地区にある上大渡野町は、円能寺地区にいきいきサロンがありますが、そこまで行けなくなった方がおら
れ、別の公民館を活用して新しくいきいきサロンを立ち上げよう！！という声が「語らん場（2層協議体）」あがり、立ち上
がったいきいきサロンです。

内 容

背 景

実施までの流れ

本野地区は兼業農
家が多く、定年が
ないため、80歳を
過ぎても身体が動
く方は仕事を続け
られる方が多い。
いよいよ身体が動
かなくなってから、
ようやく老人会等
の地域活動に参加
されるため、その
時は自力で参加で
きない方も多い。
介護予防の意識を
高め、いかに元気
に年を重ねるかが
課題。

居場所づくり
（介護予防）

平成29年から諫早市の第二層の協
議体「語らん場」が始まった。そ
こで、2025年に向けた課題の共有
や、介護予防や生活支援、地域の
支え合い活動について協議した。

上大渡野町にはいきいきサロンが
あるが、集落が離れており、そこ
まで行けない高齢者の方がいる。
その人たちのために、上大渡野町
公民館で新しくいきいきサロンを
立ち上げよう！！

令和4年4月 菜の花会 開始
菜の花が綺麗に咲くころに立ち上がったので
「菜の花会」とされました。

１

２

課名：諫早市北部地域包括支援センター
担当：池
連絡先：0957-25-7030

結果

３

季節の行事や、手芸などの創作活動、DVDを
活用した介護予防体操を行われています。

第2層SC

運営

上大渡野町全体で介護予防の意識
を高めていくため、菜の花会と既
存のサロン合同の上大渡野町「語
らん場」を提案し、令和5年度中
の開催を目指します

調整

R4追加

４

おしゃれ頭巾 制作の様子

５



市町における生活支援体制取組状況
（平戸市）

まちづくり運営協議会の支援と近隣のスーパーマーケットの協力で誕生したサービス。
住民主体の通いの場から体操前に商品を注文し、体操が終わるころにスーパーから商品が届く。
体操に参加できなくても、関係者に電話でお願いしておけば注文した商品が届く。

いきいきサロンの参加者・世話人の高齢化に伴い、活動が脆弱化し解散の検討がされていた。他に高齢者が集まれるような
機会も場所もなく参加者は会食が楽しみだった。独居の高齢者も多く参加者は15名ほど。町内にスーパーや商店はなく週１～
２回来る移動販売を活用。交通アクセスも悪いため買い物に困っている高齢者も多い。

内 容

背 景

実施までの流れ

コロナ禍で活動
休止になっ時も、
買い物支援のみ
は継続し、週１
回の安否確認を
続けられた

重たい商品があ
る時は購入者と
一緒に自宅まで
送ってくれるこ
ともある。

配達料：無料

居場所づくり
と買い物支援

いきいきサロンの脆弱化に伴い、管轄す
るまちづくり運営協議会の支援で住民主
体の通いの場として体操体験会を実施。
今までサロンに参加していなかった人に
も来てほしいと考え、買い物に不便さを
感じている人も多いことに着目した。

サロンは参加者の多くが後期高齢者で見
守り兼ねた高齢者の集まれる場所が必要。
市が力を入れていた住民主体の通いの場
として、高齢者の集まる居場所が存続で
きないか、まち協と検討。まち協がバッ
クアップすることで試験的に体操をス
タートさせた。
参加者の反響は大きく継続の希望が出た

集まりの場に行き、介護予防の運動をしている
間に欲しいものが届く（買い物ができる）サー
ビスが誕生。移動販売よりも低価格で購入でき
る。新鮮なお刺身や氷菓子の購入が可能になり
喜ばれた。お弁当を注文することで体操後の食
事会もできるようになった。

サロンの支援が負担になっていた世話役の人も、
まち協が後押しすることで負担が軽減した。介
護予防の観点から今までサロンに参加していな
かった人も来るようになり枠が広がった。若い
世代から新しい世話人ができたことにより、商
品の注文をLINEで行い手間を削減。会場まで歩
いて来れない人の対応や欠席したいけど商品が
欲しい時の対応など、助け合いが広がった。

１ ４

２ ３

課名：長寿介護課
担当：第１層ＳＣ 川田
連絡先：0950-22-9132
koureisya@city.hirado.lg.jp
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市町における生活支援体制取組状況
（松浦市）

調川地区の高齢者を対象に、お寄りまっせで毎週水曜日の百歳体操と第2・4水曜日に昼食会を開催
し孤立や孤食、低栄養リスクの改善につながっている。
併せて、移動販売車を誘致して食料品等の買い物支援につなげている

高齢者を対象に市が実施した地域診断で、調川地区は人との交流も少なく、要介護のリスクが将来的に高まるとの報告。
地区内に一般商店がなく買い物に不便なことなどから住民が危機感を持ち、自分たちにできる事はないかと考えた結果、
介護予防・地域支え合いサポーター養成講座の受講メンバーが中心となりつきのかわ支え合いサポーター「ムーンリバー」
を結成し、集いの場「お寄りまっせ」を開設した。

内 容

背 景

実施までの流れ

地域包括支援セン
ター（第１層ＳＣ勤
務）で把握した高齢
者を、「お寄りまっ
せ」につなぐととも
に、サポーターの困
りごとの解決に努め
ている

居場所づくり

・独居の高齢者が増え、人との交流
が少なくなっている

・地区内に一般商店がなく買い物に
困る人たちがいる

松浦市が実施した地域診断の結果、
介護や低栄養のリスクが高まり、孤
立が増えている状況を把握した
地域の現状を住民に知らせ、改善の
ため介護予防・地域支え合いサポー
ター養成講座を開催

つきのかわ支え合いサポーター「ムーンリバー」で集いの
場「お寄りまっせ」を開設し、毎週水曜日の百歳体操と第
2・4水曜日に昼食会を開催
昼食会時に1回200円を材料費として徴収
借用した車両で会場から離れた参加者を送迎
買い物ができるように週１回の移動販売車を誘致

介護予防・地域支え合いサポーター養
成講座を修了者した有志で、つきのか
わ支え合いサポーター「ムーンリバー
」を結成し活動を始める
活動を開始するにあたり、調川地区社
会福祉協議会と協議しサポートを依頼
社会福祉法人愛光福祉会に通所介護用
送迎車両の借用を依頼

１ ４

２ ３

課名：長寿介護課
担当：平田佑三郞
連絡先：0956-72-1111

調川地区の住民
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老朽化した自治会の公民館に代わり、無償で日中使用しない塾を無料開放。自治会内外の高齢者
が集い、介護予防教室や趣味活動、交流の場として利用している。

市町における生活支援体制取組状況
（南島原市）

元々ある自治会の公民館は建物が古く、高齢者が使用するには不便を感じることが多った。そのため、「自治会内で集まる
場所が無く、困っている」と地区の社協職員へ相談があった。そこで、同自治会内にある「塾」へ相談したところ、日中なら
使用しても可能との返答をいただき、今では、自治会内外の高齢者が集い、介護予防教室や趣味活動を行っている。

内 容

背 景

実施までの流れ

新たな居場所と
して機能してい
る。
また、利用料を
支払うことによ
り、長期的に利
用しやすくなる。

居場所づくり

公民館は、建物が古く玄関の段差や床が
沈むなど利用しずらく、またエアコンが
設置されていないため、夏や冬は使いず
らい状態であった。

相談を受けた職員と伴に、地区を散策し、
日中は使用していない「塾」を発見した。
家主へ相談したところ、利用の承諾を得
た。

毎回６～１０数名(月２回)の自治会内外の高齢
者が集い、活動を実施している。
また、脳トレでは、塾で使用した問題集を無料
で提供。夏休みの時期は、中学生が訪れ、一緒
に勉強も行っている。

自治会の高齢者と話し合い、利用料を支払うと
いうこと、毎回掃除をすることなど決めた。
年間のスケジュール表を作成し、利用者と共有
した。利用料(500円/日)とした。

１ ４

２ ３

課名：南島原市社協
担当：松永
連絡先：0957-65-2888

相談

決めごと

活動開始
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実施までの流れ

●地区民生委員
「うちの自治会や隣近所の自治会は後期高齢
者が多くて、元気な人もいるけど家から出な
い人もいて…。そんな人たちが気軽に集まれ
る場所を作りたいと思うけど、どうしたらい
いかな…」
●生活支援コーディネーター
この地域に新しい居場所を作りたいな…

市町における生活支援体制取組状況
（南島原市）

小さな自治会の公民館に、自治会内外の高齢者が集まり交流の場としている。脳トレや歌、体操など
の活動に加え、会で必要と思われる各種学習会を開催し、声掛けや見守り活動を行っている。

そろそろ新しい居場所を作ろうと持っていた矢先、地区の民生委員さんから「うちの自治会や近隣自治会は後期高齢者が
多くて…。みんなが気軽に集まれる場所を作りたいと思っているけど、どうしたらいい？」と相談があり、二つの思いが
タイミングよく重なって進めた事例です。

内 容

背 景

居場所作り

地区民生委員さんの他に、その地区の公
民館長さんや隣の自治会長さん等、数名の
協力者が見つかった。また、自治会を超え
ての公民館利用も認められた。
生活支援コーディネーターと地元協力者
との話合いを重ね、地区の高齢者宅を訪問
し仲間を増やしていった。

令和２年１０月２４日。 ついに最初
の集まりが開かれ、毎月第４土曜日の午
後は公民館いっぱいに笑い声が溢れてい
る。新型コロナウイルス
が猛威を振るい、集会
活動を自粛することも
あっが、買い物や散歩
の時に声を掛け合うこ
とで見守り活動に繋げた。

仲間が増えてきたところで、思いを同じくする人たち
に集まってもらい、勉強会を開催。
「地域共生社会の実現に向けた地域づくり」
というテーマで“居場所の必要性や効果”
“見守り体制つくり”を学んだことで、
団結力とやる気が高まっていった。

課名：南島原市社協
担当：福田
連絡先：0957-82-2791

順調に…

二つの思いがマッチング やる気出ました！

活動をしていく中で、「認
知症について学ぼう」と声が
上がり認知症サポーター養成
講座を社協に依頼。みんなで
学び、見守り活動に役立てて
いる。
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実施までの流れ

●デイサービス管理者
「デイサービスの休館日を地域の人に
開放し、自由に使ってもらいたい」
●つばみカフェメンバー
「免許を返納したから、毎週楽しみに
していたカフェに自由来られなくなっ
た人がいる。何とかしたい」
⇒出張つばみカフェをデイサービ
ス休館日に開催してはどうだろう
…？

市町における生活支援体制取組状況
（南島原市）

デイサービスの休館日を、地域の方々が気軽に集える場として開放し、既存の団体と地域の人同士が
主体的に交流し、お互いを自然に認め合い「お互い様」の助け合いに繋がる居場所をつくる。

「デイサービスの休館日を地域に開放できないか」とデイサービスの管理者より相談があった。また、一方で毎週つばみカフェに通っ
てきていた高齢の二人組が「免許を返納したので、楽しみにしていたカフェにもなかなか行けなくなった」との声を上げていた。そこで、
二つをマッチングさせ出張つばみカフェとしてデイサービスの休館日に開催し、地域に開放することはできないかと協議を重ね、「デ
イ・カフェ よらっせば」が誕生した。

内 容

背 景

居場所作り

二層コーディネーターが両者の意見をマッ
チングさせ、デイサービスの管理者、つば
みカフェのスタッフと話し合いを重ねて
いった。

新型コロナウイルスが猛威を振るい始め、デ
イサービス管理者から「この状況では、デイ
サービス館内に不特定多数の人が出入するのは
不安」との声。ここで何かあってはとメンバー
で話合い、状況が落ち着くまではカレーライス
のテイクアウトのみで実施することとし、２年
越しの計画が、11月26日に初日を迎えた。

開放するデイサービスが行政からの指定管理施設だっ
たため、計画書を作り行政の担当部署へ相談。「いいこ
とだと思う。所定の手続きを経て使用可能」と返答を
もった。その後、関係メンバーと改めて話合いを重ね…

【決めごと】
・月１回（第４水曜日）
・カレーライスを提供（400円）
※つばみカフェで作ってきたもの
・利用する人が使用場所の清掃をする。

課名：南島原市社協
担当：福田
連絡先：0957-82-2791

コロナウイルス感染拡大
(´；ω；`)ｳｯ…

順調に…
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居場所として無料で借用
（年２回謝礼を行う）

市町における生活支援体制整備取組状況
（時津町）

月２回、高齢者を中心に地域の方々が集い歓談し絆を育むとともに、助け合いの拠点として、ニーズの
把握を行い助け合い活動につなげる。居場所をきっかけにひとりひとりの高齢者が持てる力を生かして社会参
加することで生きる意欲の向上を図る。

・独居高齢者世帯と老々世帯が増加し、自治会加入率が低下するなど、地域の絆の再構築と互助による生活支援の必要性がでてきた。
・町の生活支援体制整備事業により、東小学校区に第２層協議体『はこべらの里』が創設され、ニーズ調査の結果、居場所の希望が

住民から寄せられた。

内 容

背 景

《ニーズ調査》
・居場所と生活支援の
必要性を確認

・生活支援の仕組み
づくりの一環として拠点
を設けることを決定。

はこべら子ども食
堂運営者の協力

＜状況＞
●第２層協議体メンバーが居場所
の立ち上げを行った。
●居場所の代表を第２層協議体
メンバーから選出。
●第２層協議体立ち上げ時に、
住民向けの勉強会を繰り返し行っ
ていたことにより、居場所の実働ボラ
ンティアも多数集まった。

（東小学校区）
はこべらの里

ひろめ隊

実施までの流れ

東小学校区の住民

相談

課題を把握 結果

企画 運営 ●規約を作成
●コロナ感染予防マ
ニュアルを作成

●年間計画
●広報誌・町内放送
の活用

フォーラム・勉強会を経
て住民の中から選出

・先進地の学習
・住民の主体性
・第２層と第３層
の活動の違いを
しっかり行う。
・第３層メンバーへ
も理念の共有を図
る。

居場所
開所

居場所づくり

○第１第３水曜日
○1回 100円
（お茶・菓子代）
○こども食堂の場所
を借用

課名：高齢者支援課
担当：石丸
連絡先：095-813-2530
shien@town.togitsu.nagasaki.jp

《場所の選定》
はこべらの里
メンバーで調査

《立ち上げ資金》
①さわやか福祉財団
助成金を申請
《コロナ感染予防資金》
②赤い羽根中央共同募金会

はこべらの里・茶屋
（第３層協議体） やってみ隊

資金を調達
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市町における生活支援体制取組状況
（東彼杵町）

高齢者人口の多い蔵本地区で、外出の機会の少ない高齢者を対象に地区の公民館で週1回
ミニコンサート、ゲーム、手芸、ビデオ鑑賞、脳トレ、踊り、体操などを行なっている。

・町内の中でも蔵本地区は人口も多く、閉じこもりがちな高齢者も多い。
・R2年度の町内サロン対象のニーズ調査で蔵本地区での「居場所」への参加希望者が多かった。

内 容

背 景

実施までの流れ

〇地区内に協議
体メンバーを中
心とした世話人
会が立ち上がっ
た。
〇地区老人会か
ら活動助成金を
受ける事が出来
た。
〇世話人会にSC
が参加する事で
スピーディーな
課題の把握に繋
がった。

居場所づくり

１ ４

２ ３

課名：東彼杵町社協
担当：吉武
連絡先：0957‐46‐0619

蔵本地区の住民

世話人会の立ち上げ

結果

〈困りごと〉
閉じこもりがちな高齢者が増加

閉じこもりがちな高齢者の居
場所の必要性を感じた地区
の協議体メンバー2名が有志
に声を掛け世話人会が立ち
上がった(6名) 。

〇名称:くらもと桜の会

〇地区協議会開催(地区役員・世話人)
〇地区内全世帯にチラシ配布
〇名称:くらもと集いの広場『桜』

試行実施と話合いを重ね
内容を固めていった。

〇10/12正式開所(開所式実施)。
〇参加費月100円(必要時追徴)。
〇現在17名程度が参加。
〇活動保険は社協が負担。

〇10:00～12:00
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市町における生活支援体制取組状況
（川棚町）

地域の通いの場の他に、誰もが立ち寄ることのできる共生型・常設型の通いの場を。
まずは、既存の場所を生かし、広げていけないか。

内 容

背 景

実施までの流れ

既存の事業を
継続、誰もが
集える場へ

・資金が少ない
中、継続的に活
動できるような
支援
・誰もが参加で
きるための環境
整備

所有者の「空き部屋を地域の人たちに
使ってほしい」その申し出を受け、「地
域の集える場を作りたい」その思いと
マッチング。
近隣住民が「昭和館」を平成30年に開設。
住民主体で管理、運営をし始めた。

川棚町協議体「川棚ご縁をつなぎ隊」で共
生型・常設型通いの場の必要性の提言。
「まずは、既存の場
を支援できないか。」
共生型・常設型通いの
場に対し、町が継続的
に活動できるよう活動
補助金を交付する。

地区の補助金、ボランティア協議会の補助
金を活用している。町の活動補助金を利用
し、手すりや段差解消等環境整備も少しず
つ行っている。
また、電球の取り換え、ごみ捨て等、
ちょっとした助け合いの100円ボランティ
アや活動の中で作った小物等を年に2回バ
ザーで販売するなど活動の資金にし、運営
している。
戸締りや掃除は当番制にするなど、すべ
てを住民主体で行っている。手芸、折り紙、
百歳体操等楽しみを持った活動を展開。現
在は、地区の方だけではなく、近辺地域の
方も参加され、笑顔溢れる場となっている。

１

３
２

「皆の立ち寄り場 昭和館」 古い古民家をそこに住む近隣住民の憩いの場と
して開設。他の地区からも気兼ねなく集える場として提供。

課名：長寿支援課
担当：前田
連絡先：0956-59-5886
choujyu@town.kawatana.lg.jp

支援

課題を
把握

継続

協議体、生活支援コーディ
ネーター（SC)による町への
提言
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市町における生活支援体制取組状況
（川棚町）

地域の通いの場の他に、誰もが立ち寄ることのできる共生型・常設型の通いの場を。
まずは、既存の場所を生かし、広げていけないか。

存の事業を生かす

内 容

背 景

実施までの流れ

既存の事業を継
続、誰もが
集える場へ

・資金が少ない中、
継続的に活動でき
るような支援
・誰もが参加でき
るための環境整備

居場所づくり
～共生型・常設型通いの場～

平成24年 長崎県「女性力で長崎を活性
化プロジェクトチャレンジ事業」に採択
され地域の主婦たちが気軽に参加し、背
伸びをせず可能な範囲で活動するサロン
を立ち上げる。モットーは、『ちいさ親
切、ちいさなお世話』自由な発想でイン
フォーマルサービスを心がけ活動を続け
た。

令和２年4月コロナ感染防止のため自粛
し、運営が困難になり休止。

令和２年10月から新たな場所で「E-basyoみんなでワハ
ハ」として活動を再開。居心地よく、自分らしく過ごす
ことのできる地域拠点を目指す。毎週月・水・金活動中。
令和3年度からは、月に一回認知症カフェ「よらんねカ
フェ」を開催。
その他、地元企業に就労している外国
人と地域住民との国際交流も始める。
ここで出会い、つながり、それぞれの出番
・役割をもって生きがいづくり。
自分の力を誰かのために支え合い活動
につながるよう励んでいる。

川棚町協議体「川棚ご縁
をつなぎ隊」で共生型・常
設型通いの場の必要性
を提言。「まずは、既存の場
を支援できないか。」
共生型・常設型通いの場に
対し、町が活動補助金を
交付する。

１ ４

２

３

「E－basyo みんなでワハハ」 高齢者、子ども、子育て世代、若者、障害のある方、外
国人など、それぞれが、居心地よく、自分らしく過ごせる地域拠点、共生の場。

課題を
把握

支援コロナの
影響

協議体、生活支援コーディネー
ター（SC)による町への提言
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課名：長寿支援課
担当：前田
連絡先：0956-59-5886
choujyu@town.kawatana.lg.jp



（一般介護予防事業委託）

みんなでいごこーで（運動＆買い物支援）
（川棚町）

通いの場（百歳体操）がない、買い物に困っている、住民・町・企業が手を組めそうな地域で
ある新谷・西小串地区をモデルに、一般介護予防事業として、通いの場（運動＆買い物）を支
援を検討し、ニーズ調査を行い、R2年度体験会を実施。その後、総合型地域スポーツクラブ
チューリップスポーツクラブに委託し、Ｒ３．５月より開始。

・西小串地区は商店がなく、新谷地区にコンビニが近所で唯一の買い物場所。タクシー代が高い。
→買い物弱者が増加

・総合型地域スポーツクラブは、一般介護予防事業等の委託をし、普段から高齢者への支援を行っている。
→高齢者支援ができるスタッフがいる。

内 容

背 景

＜困りごと＞
・通いの場がない
・買い物弱者が
増加

総合型地域スポーツクラブ

＜状況＞
●中央部の店まではバスも少なく、

車がないと行けない
●タクシー代が高い
●集まる場が少ない
●公民館までが遠い

移動手段に困っ
ている人がいる！

実施までの流れ

新谷・西小串地区の住民

食改・愛育班・民生委員
の協力

相談

課題を把握

運動＆買い物
支援

住民・町・企業
との連携

・ニーズ調査を地区の愛育
班、食改、民生委員、包括
スタッフと連携して実施。
・移動手段については、悩ん
でいる課題。体験会は、地
域企業（タクシー会社）と
連携して実施した。
・現在は、運動支援・運営・
送迎も含め、総合型地域ス
ポーツクラブに委託し、連携。

居場所づくり
運動＆買い物支援

協議体、生活支援コー
ディネーター（SC)によ
るマッチング

令和３年度実施
○毎週火曜日
○参加費あり（2,000円/月）
（保険や運営費へ補填）
○自宅～公民館（運動）～
町中心部商店（買い物）
～公民館～自宅

通いの場を普及
したい！

第1層協議体
運動指導・運営

送迎

運動・買い物
サポーター

＜内容＞
●ニーズ調査の実施
●チラシの配布
●運営に関する

有償ボランティア

まずは、ニーズ調査
が必要！

新谷・西小串地区サポーター（有償ボランティア）
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課名：長寿支援課
担当：前田
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R4年度～
惣津地区
追加



（一般介護予防事業委託）

みんなでかわろーで（運動＆買い物＆居場所支援）
（川棚町）

通いの場（百歳体操）がない、買い物に困っている東部地区をモデルに、一般介護予防事業と
して、通いの場（運動＆買い物＆居場所）の支援を検討し、ニーズ調査を行う。
福祉施設いきがいセンターの巡回バスを活用し、社協に委託し、R４年5月体験会を実施。
その後、Ｒ４年６月より事業開始。

・東部地区は山間部で通いの場もない。タクシー代も高い。
→通いの場や買い物に行く手段がない。

・いきがいセンターは、既にお風呂があり、巡回バスもあり、高齢者の居場所を提供している。

・社協には、通所B型の運営を委託していたため、ノウハウがあり、健康運動指導士がいる
→高齢者支援ができるスタッフがいる。

内 容

背 景

＜困りごと＞
・通いの場がない
・買い物弱者が
いる

・1人ではお風呂
に入るのが不安

川棚町社会福祉協議会

＜状況＞
●中央部の店まではバスも少なく、

車がないと行けない
●タクシー代が高い
●集まる場が少ない
●公民館までが遠い

移動手段に困っ
ている人がいる！

実施までの流れ

東部地区の住民

町介護予防サポーター
の協力

相談

課題を把握

運動＆買い物
居場所支援

住民・町・企業
との連携

・ニーズ調査を地区の愛育
班、食改、婦人会、民生委
員、包括スタッフと連携して
実施。
・いきがいセンターの巡回バ
スの活用
・社協と町介護予防サポー
ターが運動・レク等の運営・
送迎も含め、委託し、連携。

居場所づくり
運動＆買い物＆居場所支援

地域ケア会議、協議体で
の地域課題、生活支援
コーディネーター（SC)
によるマッチング

令和4年6月～
○毎週金曜日
○参加費あり（2,000円/月）
（保険や運営費へ補填）
○巡回バスで自宅近くへお迎え
～いきがいセンター～運動・昼
食・レク）～エレナ（買い物）～
巡回バスで自宅へ

東部地区にも、通い
の場は必要！

第1層協議体
運動指導・レク等
の運営・送迎

運動・居場所
買い物のサポーター

＜内容＞
●ニーズ調査の実施
●運営に関する

有償ボランティア

まずは、ニーズ調査
が必要！

町介護予防サポーター（有償ボランティア）

R4追加
課名：長寿支援課
担当：前田
連絡先：0956-59-5886
choujyu@town.kawatana.lg.jp



世代を
超えて
支援

市町における生活支援体制取組状況
（佐々町）

町内全集会所（30カ所）において、町内会単位の地域デイサービス（月1回）がH7年度より開催。併せて、H27年度より週1回のいきいき百
歳体操が町内会単位で開催。高齢者支援について、自治組織が活発に機能していることは佐々町の強みであったが、町内会活動を苦手とする人
や、障がいをお持ちの方等が気軽に行ける居場所がない。

内 容

背 景

結果

・目的をはっきり
して、住民に声か
けしたので、有志
が集まった段階か
ら話合いがスムー
ズに進んだ。

・対象者を「どな
たでも」としたと
ころ。自然と共生
社会につながって
いく。

・第1層ＳＣ等は、
住民といい距離感
を保つこと！

居場所づくり

・町内会単位でのサロンに参加するのは苦手だ。
・町内会のボランティア仲間は固定されている。
入り難い。
・行きたい時に、誰もがぷらっ～と行ける場所
がほしい。
・障がい者の方が行ける場所がない。

地域包括支援センター（第1層ＳＣ、地区担当
者）が地域ネットワーク情報交換会や訪問活
動で実態把握

「居場所づくり」検討会として協議会を設置
し、アンケート調査を実施し検討を進める。

『佐々町元気カフェ・ぷらっと』H28年6月1日開設！
【対象者】どなたでも【開所日】週3日（火・水・金曜）
【内容】①誰でも気軽に利用できる寄り合いの場
②住民同士の支え合い活動③世代間交流のきっかけとなる活動
④関係機関と連携した総合相談
【連携体制】地域包括支援センター（第1層ＳＣ）・社協、送
迎支援（社協、他町内介護事業所2カ所）

活動スタッフ：50名 年間参加者：延べ5,500人

・アンケートの結果、「今の町内会活動で十分」50％「町
内会を超えた居場所づくりが必要」50％。
協議会で佐々町の福祉センターを活用した常設型居場所を
創ろう！と決定。

・広報誌や口コミで声かけを行い、居場所づくりに協力し
てみたいという有志を募る。

・有志50名による話合いが繰り返され、みんなの意見で内
容等が決まっていった。

課名：住民福祉課
担当：江田
連絡先：0956-62-6122

課題を整理

具体化

年齢・障がいの有無を問わず、それぞれの生涯現役を目指し、また人と人のつながりの場を通
じて支え合う場づくりを実現

実施までの流れ
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市町における生活支援体制取組状況
（諫早市）

内 容

背 景

実施までの流れ

移動支援

１

４

２

３

課名：諫早市西部地域包括支援センター
担当：北原
連絡先：0957-43-3330

社会福祉法人祥仁会『特養いいもり』が、飯盛町内で活動する有償ボランティア団体『地域共生助け
合い隊』と、空き車両を無償貸与する協定を締結。団体メンバーが買い物などの移動支援に活用中。

・飯盛町内は、狭い道路も数多く点在。買い物や墓参りなどの移動支援に対し、支援者自身の普通車では事故等の可能性が…
・社会福祉法人祥仁会『特養いいもり』は、通所介護事業所を運営。利用者送迎がない10時～15時は、軽車両が空いている

SC⇒ 団体メンバーが抱える課題と地域貢献活動を検討していた社会福祉法人とのマッチングを実施。

団体の活動状況や町内の高齢者支援など
について、情報交換・協議を重ねました

課題の共有

◎デイの軽車両２台を無償貸与

◎ガソリン代・保険等は法人が負担

『地域共生助け合い隊』の活動に…
協定締結
へ向けて

【デイ車両貸与の協定】
・R３年3月18日に締結！【SC：運輸局へ確認（届け出等不要）】

買い物等の移動支援に！

【社会福祉法人からの提案】

運輸局への確認！
白タク行為等に
当らないか１？

安全性の確保！
デイ車での活動は
走り慣れた町内を
中心とするルール

共生社会を
目指して！

【社会福祉法人と団体との意見交換会】

≪マグネット型ネームプレート≫

活
動
イ
メ
ー
ジ
図

買
い
物
支
援
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市町における生活支援体制取組状況
（南島原市）

新切地区で日常の買い物に困っている住民を対象に地元の社会福祉法人から、車両と運転手の
提供を受け、近くのスーパーまでバスを運行。

新切地区は、最寄りのスーパーが車がないといけない距離にしかなく、路線バスも1日数便しかない。タクシーを使うにも、往復で何
千円もかかるなど、高齢者の負担が多い地区であった。事情を把握していた民生委員から、SCに相談があり、何とかしたいという思いで、
地元の社会福祉法人へ相談したところ、地域へ恩返しがしたいと考えていた、当法人の理事長から快諾を受け、日中使っていないバスと
施設の職員の協力を受け、週1回買い物支援バスを運行。

内 容

背 景

実施までの流れ

利用者同士や施
設職員・地域に
よる「見守り」
の効果がありま
す。
また、利用者の
閉じこもり予防
や生きがい、出
会いの場にも
なっている。

移動支援

新切地区は、高齢者が多い地区でスー
パーまで車がないといけない。
しかし、バスの運行も少なく、タクシー
も往復何千円もかかる状態であった。

事情を知っていた民生委員から、SCにど
うにかできないか相談があり、実態把握
のため、訪問アンケート調査を実施。

新切地区の中でも特に交通の便が悪い6地区で
バスの運行を開始。
車両保険は法人で加入している保険を利用。
利用者に対する保険は、社協取扱の保険で対応。
利用者を2班に分け、隔週で利用している。

アンケート結果をもとに、地元の社会福祉法人
へ相談。元々、地域に恩返しをしたいと思って
いた理事長より、ご快諾を頂き、車両と運転手
を提供してもらうことに決定。

１
４

２ ３

課名：南島原市社協
担当：松永
連絡先：0957-65-2888

始開動活
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市町における生活支援体制取組状況
（東彼杵町）

公共交通が不便な川内・飯盛地区に対し、町社協が、ボランティアグループに空き車両無償貸与、
地区のボランティアが運転及び付添をすることで、川内・飯盛地区住民の買い物を支援。

・R3年8月の時点で高齢化率が川内で35％以上、飯盛が50％以上で町内でも顕著に高齢化が進んでいる。
・地区がバス路線から奥まった所にあり、公共交通が不便。店舗もバス路線沿いにコンビニが1件あるのみ。

→買い物弱者が増加
・町社協は通所介護事業所を運営、福祉車両を保有。→利用者の送迎がない10時～15時は車両がほとんど使われていない。

内 容

背 景

実施までの流れ

〇地区の課題を
地区内で共有し
た結果、無償の
ボランティアグ
ループが立ち上
がった。
〇陸運局には事
務局(社協)が話
を聞きに行った。
〇保険は社協の
ボランティア保
険を活用。

移動支援

１ ４

２ ３

課名：東彼杵町社協
担当：吉武
連絡先：0957‐46‐0619

川内・飯盛地区の住民 ボランティアグループの立ち上げ

運転手(元タクシー運転手等)
付添(地区婦人会)

町社協

車貸与(保険・
燃料費を含む)

結果

買い物
支援

〇毎月第3火曜日
〇利用料ゼロ
〇自宅～町内スト

アーを運行

〈困りごと〉
地区がバス路線から奥まった所にあり、
公共交通が不便で買い物弱者が増加

第1回地区説明会開催

ニーズ調査実施地区役員と協議体・
SCがペアを組んで
ニーズ調査を実施す
る事になった。

第2回地区説明会開催

ニーズ調査の結果、買い
物に困っている人が居る
事が分かり、地区有志の
方々から無償ボランティ
アの申出があった。

〇対象者19名

〇名称:買い物支援サービスあたご
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（一般介護予防事業委託）

市町における生活支援体制整備取組状況
（川 棚 町）

通いの場（百歳体操）がない、買い物に困っている、住民・町・企業が手を組めそうな
地域である新谷・西小串地区をモデルに、一般介護予防事業として、総合型地域スポーツ
クラブに委託し、運動指導や運営を行い、新谷・西小串地区住民の通いの場（運動＆買い
物）を支援を検討し、体験会を実施。

・西小串地区は商店がなく、新谷地区にコンビニが近所で唯一の買い物場所。タクシー代が高い。
→買い物弱者が増加

・総合型地域スポーツクラブは、一般介護予防事業等の委託をし、普段から高齢者への支援を行っている。
→高齢者支援ができるスタッフがいる。

内 容

背 景

＜困りごと＞
・通いの場がない
・買い物弱者が
増加

総合型地域スポー
ツクラブ

＜状況＞
●中央部の店まではバスも少なく、

車がないと行けない
●タクシー代が高い
●集まる場が少ない
●公民館までが遠い

移動手段に困っ
ている人がいる！

実施までの流れ

新谷・西小串地区の住民

食改・愛育班・民生委員
の協力

相談

課題を把握

運動＆買い物
支援

移動手段

町内タクシー
会社（2社）

住民・町・企業
との連携

・ニーズ調査を地区の愛育
班、食改、民生委員、包括
スタッフと連携して実施。
・移動手段については、悩ん
でいる課題。今回は、地域
企業（タクシー会社）と連
携して実施。
・運動支援等は、地域総合
型地域スポーツクラブと連携。

移動支援

協議体、生活支援コー
ディネーター（SC)によ
るマッチング

○毎週火曜日
○参加費あり（協議中）
（保険や運営費へ補填）
○自宅～公民館（運動）～
町中心部商店（買い物）
～公民館～自宅

通いの場を普及
したい！

第1層協議体
運動
指導・
運営

運動・買い物
サポーター

＜内容＞
●ニーズ調査の実施
●チラシの配布
●運営に関する

有償ボランティア

まずは、ニーズ調査
が必要！
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市町における生活支援体制取組状況
（佐々町）

・加齢により外出できず日常生活に支障をきたしている状況を確認。集会所活動や買物等に行けない。
・有償ボランティア（生活支援）の活動から、車に乗せてはいけないのかとの声が上がる。
・無償のボランティアでマイカーを使って外出支援をしている人に対し、心配する声が聞かれる。

内 容

・身近な隣町の
活動を刺激材料
に。感謝！

・具体策は
やろー！という
人たちで決めて
いく。

・既存の活力あ
る団体にお知恵
拝借！

・既存の支え合
いをシステム化

外出
支援

移動支援

・楽しみだった集会所や福祉センターまで行
けなくなった。
・短い距離にタクシーは頼みにくい
・買物の一連の流れを支援して欲しい。
・タダは頼みにくい。家族にばかりは頼みに
くい。

地域包括支援センター（第1層ＳＣ、地区担当
者）が地域ネットワーク情報交換会や訪問活
動で実態把握

乗合せタクシー実証実験

移動支援をテーマに「地域づくりセミナー」
を企画し、「移動支援話し合いキックオフ会
議」とし、今後、話し合いに参加したい人を
募集。R2年11月26日

有償ボランティア（生活支援）を拡大し外出支援を実施！
保険や交通安全教室、ルール決め等を追加

公用車、マイカーを使った2種類の外出支援！

・1回30分（200円）「ありがとう券」利用者から支援者へ
・町からボランティアポイントを付与

話し合い参加希望者13名と商工会・社協・福祉課・包括支
援センター等が集まり具体的な検討が始まる。

乗合せタクシー実証実験、失敗からの学びをベースに！

本当に困った人でも使える軒先支援を目指したい。
マイカーで外出支援している活動を、正当化し広げていき
たい。その為に何が必要か。

R3年春を目標に！ やろうという人たちで内容案を固めて
全体会に投げかけ、合意を得る。

課名：住民福祉課
担当：江田
連絡先：0956-62-6122

課題を整理

具体化

有償ボランティア（生活支援）を拡大した公用車またはマイカーを使った2種類の外出支援。
既存のボランティア団体の活力を活かし、立ち上げ・運営を行う。

背 景

結果

実施までの流れ
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手づくり
お弁当
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市町における生活支援体制取組状況
（平戸市）

週１回、スーパーで売っているお弁当を購入して対象者宅へ届けるサービス

市内の配食弁当は月～金と土日で対応している事業所が違っている。H31年４月から土日の弁当に限り、配達エリアが縮小
されることになり、土日の弁当利用者の食の確保が困難となった。対象者夫婦は高齢で、妻は重度の認知症がありヘルパーの
利用は希望していなかった。近隣にスーパーはなく、移動販売を利用して買い物をしている。

内 容

背 景

実施までの流れ

無償で活動開始
であったが、市
が実施している
訪問型ボラン
ティアポイント
をモデル事業と
して活用中。

30分ごとに１P
１回の支援に２P
まで付与できる。
１Pあたり200円

妻が施設入所と
なり現在は夫へ
の支援を継続中

配食

認知症の妻と高齢の夫の二人暮らし。
（当時、日曜日～金曜日まで配食弁当を
利用）日曜日の配食弁当の代替えとして、
スーパーのお弁当を購入して届けてくれ
るボランティアが居ないだろうか？と、
妻の担当ケアマネから相談を受けた。

包括の保健師へ情報提供し対応を検討。
週１回、店で購入した弁当配達なら、登
録したサポーターで対応可能ではないか。
圏域で登録したサポーターさんに聞いて
みることになり相談者の近隣の人６名に
声を掛けた。５名が活動に協力できると
の回答あり。

地域を支えるサポーターとして登録しているボ
ランティアが、週１回（日曜日）にスーパーで
お弁当を購入し、高齢者宅へ届けるサービス。
５名で交代し月に１回程度の活動となる。料金
は弁当代のみ。スーパーに協力を依頼し１食
400円で作ってもらっている。

協力者５名に集まっていただき、趣旨説明や担
当ケアマネからケース情報を提供してもらい、
支援方法や注意点について協議した。お弁当を
購入する店舗や弁当代、受け渡しの時間など確
認。店舗への協力依頼はサポーターさんの人脈
で直ぐに決定。協力者と対象者は面識があった
為、顔合わせの手間を省き、開始となった。

１ ４

２ ３

課名：長寿介護課
担当：第１層ＳＣ 川田
連絡先：0950-22-9132
koureisya@city.hirado.lg.jp
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市町における生活支援体制取組状況
（松浦市）

福島地域の高齢者を対象に、毎週土曜日と日曜日に独居や高齢者世帯へ手作りの弁当を配達し、偏った食事
になりやすい食生活の改善と引きこもり気味になりがちな利用者との会話等による孤独感の低減や健康状態
などの見守り活動につなげている。身の回りの困りごとの相談も受け、必要があれば関係機関へ情報提供を
行っている。

福島地域には、一般商店の数も少なく移動手段も限られており、自家用車等を使えない交通弱者は買い物に出る機会が少な
く食生活が偏りやすくなっている。
また、高齢者世帯や独居高齢者が増加するとともに人との付き合いが少なくなってきている。

内 容

背 景

実施までの流れ

・地区住民の困
りごとを把握し
た民生委員など
から、福島保健
センター（第２
層ＳＣ勤務）に
相談。優愛の会
につなぎ、支援
開始に向けた調
整を行う。
・優愛の会の活
動において把握
した気になる高
齢者について、
福島保健セン
ターに情報提供
（連携体制）

配食

・食材の購入ができにくい人がおり、
食事内容が偏った人がいる

・周りの人との交流が減り、引きこ
もり気味の高齢者が増えている
・孤独死などが発生した

市町村合併により、旧町から地域の
高齢者の今後の状況について高齢者
福祉担当課が引継ぎを受け、今まで
の支援の継続について検討し、ボラ
ンティアで活動している団体と協議
を行った

毎週土曜日と日曜日に独居や高齢者世帯に
手作り弁当を配達し（１食６００円）、食
生活の改善へつなげるとともに、利用者の
健康状態等の把握による見守り活動
困りごとなどの相談があれば内容により、
民生委員や行政などの関係機関に情報提供

ボランティア団体は、「優愛の会」を結成
し、松浦市社会福祉協議会福島支所を活動
拠点として、かつて福島地区婦人会が行っ
ていた配食サービスを再開した。

１ ４

２ ３

課名：長寿介護課
担当：平田佑三郞
連絡先：0956-72-1111

福島地域の住民
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市町における生活支援体制取組状況
（諫早市）

• 北諫早中学校区では、介護予防と生活支援の語らん場（第２層協議体）を平成29年度から開催し、地域に合った介護予防や支え合いに
ついて話し合いを行なっている。

• 語らん場の中で福田町は、「地域が広く、人口・班も多い。高齢者の見守りは他町と同じ方法が難しい。」と福田町に合った助け合い
活動はどんなものなのか悩んでいた。

内 容

背 景

実施までの流れ

• 定期的に参加者と
包括職員が話し合
う場を設けた。

• 「今後も体操をす
る場を継続した
い！」という参加
者の気持ちを確認
しながら進めた。

【今後】
• ハピネスの活動が
継続できるように、
定期的に情報交換
を継続。

• 町内の他の自治公
民館にも広げ、福
田町公民館に行け
ない高齢者のため
に、町内の他の自
治公民館にも広げ
ることを検討中。

介護予防

《語らん場での意見》
（民生委員）
• 民生委員の仕事だけで手一杯。新たな取り組みを
始める余裕はない。

（老人クラブ会長）
• 老人クラブ定例会に参加する会員をもっと増やし
たい。

• 定例会会場（2階）に登れなくなって、定 例会参
加が難しくなった人がいるようだ。

《語らん場》
「今できることは何だろう？」
⇒「福田町は介護予防から取り組みを広げて行こ
う！」
（包括より提案）
「市の介護予防教室を活用しませんか？」
老人クラブ会員の介護予防と
民生委員の見守り活動ができるのでは？

《自主サークル「ハピネス」として活動開始！！》
• 自主サークル立ち上げへ向けて活動支援事業を
活用

• 準備～片付けまで自分達でできるように講師より
指導を受け、ついに自主サークルとして立ち上が
り活動を開始！

《福田町公民館で市の介護予防教室を開催するために》
包括職員や生活支援コーディネーターと随時相談を
しながら勧める
• 老人クラブ会長⇒自治会長 公民館使用を相談
• 民生委員⇒見守り対象者 教室参加を勧める
• （老人クラブ定例会にて）
老人クラブ会長、包括職員⇒会員 教室参加を勧める

課名：諫早市中央部地域包括支援センター
担当：生活支援コーディネーター 岩田
連絡先：0957-27-0730

北諫早小学校区の福田町では、市の介護予防教室を活用して、若返り体操の自主サークルを立ち上げ、
介護予防と見守りの場として活動をしている。

提案

準備
開始

市の活動支援事業を活用

教室に定期的に生活支援コーディネーターが訪問
（第２層ＳＣ）「半年後には別の教室に変更するため、今後
参加者だけで続けることはできそうですか？」
（老人クラブ会長・民生委員）「若返り体操を続けたい！
でも自分達だけでできるかな…？」

介護予防教室開催

介
護
予
防
・

見
守
り

現在も活動継続中！
参加者同士の連絡はLINE
グループを活用！
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市町における生活支援体制取組状況
（諫早市中尾町）

中尾町に介護予防生活支援協議会が設立され、介護予防と生活支援の取り組みを行われている。
1回/月役員会を開催し、活動状況の共有や課題があれば、改善のための手立てを検討されている。

平成28年から諫早市の第二層の協議体「語らん場」の中で、中尾町の住民が地域の支えい活動の必要性を感じられた。
平成30年12月に「中尾町介護予防生活支援協議会」を立ち上げられた。中尾町自治会の補助的組織として運営されているが、
自治会活動や民生委員との連携について試行錯誤しながら活動されている。

内 容

背 景

実施までの流れ

アンケートの
結果から、支援
する方も取り組
みやすい「ゴミ
出し支援」を行
われている。

協議体

平成28年から、諫早市の第二層の協議体
「語らん場」が始まった。そこで、2025
年に向けた課題の共有や、地域の支え合
い活動について協議した。

元気な高齢者を増やすため、令和元年5
月「健康体操教室」を開始された。
令和2年11月虚弱な方にも参加しやすい
「いきいき健康体操教室」を開始された。

平成30年12月
「中尾町介護予防生活支援協議会」設立
・介護予防班、生活支援班に分かれて活動開始
・毎月1回役員会を開催し、議事録は自治会役
員会でも共有

１

４

２ ３

課 名：諫早市北部地域包括支援センター
担 当：池
連絡先：0957-25-7030

相談

第2層SC平成30年6月
・実態把握アンケート
・生活支援について先
進事例とのマッチング

平成30年10月
協議会設立準備委員会
設立

結果

介護予防

情報共有

自治会で行っていた下
校時の見守りに加え、協
議会で、「子ども見守り
パトロール」を行われて
いる
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市町における生活支援体制取組状況
（諫早市）

有喜地区の天神町(高齢化率32.3％）住民が集いの場や介護予防の
取りみの必要性を理解され、介護予防を取り入れたサロンを立ち上げた。

天神町は有喜地区の北西に位置し縦長の地形で山や田畑に囲まれた地区で農業に従事している方が多い。高齢になると膝や腰
の疾患や地形の関係もあり公民館まで行けない人が多く見られます。17年程前に介護予防のサークルが移動問題等で中止と
なってからは、老人会やサロンなどの集いの場がなかった。地域ケア個別会議から地域ケア圏域会議を開催後、2層協議体(天神
地区語らん場）にて介護予防を目的にしたサロンが立ち上った。

内 容

背 景

実施までの流れ

・集いの場や介護
予防の必要性を地
域に理解してもら
う。
・サービスCを提供
した専門職の継続
的な動機付けと終
了後の支援。
・移動については
住民同士のボラン
ティアで送迎をす
ることとなったが、
事故時の補償など
の課題が残ってい
る。今後、地域の
福祉施設などの協
力で移送ボラン
ティアなどが利用
できないか相談予定。

介護予防と
集いの場

天神町のSさんは物忘れや足腰の弱りを感じ
てサービスC に参加しました。「卒業後も地域
のみんなと習った体操を続けたい」との強い気
持ちはあるが、「自分たちだけでは地域の方に
声をかけたり、会を継続するのは不安がある」こ
とを自治会長に相談

・サービスC卒業者6名、担当理学療法士、高
齢介護課等参加
・健康観の向上、地域活動の継続、介護予防
の必要性の再認識
・「介護予防を目的とした活動を天神地区の住
民に広めたい」
・サロンを立ち上げよう

・自治会長、民生委員、サロン参加希望者17名が参加
・2025年問題、サロン発足の目的共有、ボランティアの役割、移動
手段、活動内容について

課名：諫早市南部地域包括支援センター
担当：朝長
連絡先：0957-35-2778

・サービスC利用者6名、自治会長や民生委員等
の地域住民、圏域内の作業療法士、市社会福祉
協議会、高齢介護課等参加
・地域課題：地域で介護予防に取り組みたいが、
地域の中に交流の場がない。

天神町いきいきサロン
みどり会

参加者
大募集

お手伝いボランティア
さんも大募集中！

天神みどり会
発足

「サロン説明会」の案内

会議参加者が自治会内の
全世帯へチラシを配布

諫早市介護予防
プログラム（DVD）を利
用してサロンの前にみ
んなで体操しよう!!

地域ケア個別
会議

地域ケア圏域
会議

ミニ語らん場
（3層協議体）
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市町における生活支援体制取組状況
（諫早市）

・有喜地区は市内でも高齢化率が高い地区（40％）。H29年～開催している『有喜地区介護予防と生活支援の語らん場』
（2層協議体）では2025年問題への対策として「見守り」と「介護予防」の取り組みを協議中。
・有喜第一町の取り組み（老人会でフラダンスに取り組み、介護予防や助け合い、地域の結束力に繋がっている）を参考に
「しゃれて踊って若返り」をキャッチフレーズに各町異なる内容の踊りや体操に取り組み、発表の場を作ることを検討中。

内 容

背 景

実施までの流れ

介護予防

課名：諫早市南部地域包括支援センター
担当：朝長
連絡先：0957-35-2887

jutakunanbu@gmail.com

有喜地区の早見町（高齢化率46％）でミニ語らん場（3層協議体）を開催し、介護予防について協議。
歌好き集まる早見町では住民が一丸となって替え歌を考え、地域の専門職の力を借りながら『早見のズンドコ節体操』を完成。
「元気で長生きせんば！」と楽しみながら介護予防に取り組んでいる。

早見町
ミニ語らん場

・サロンで「現在やっている介護予防の
取り組み」と「今後やってみたい取り組
み」を協議。
・自治会長、民生委員も参加。

【結論】早見町は年1回の町のカラオケ
大会が子ども～高齢者まで盛り上がる、
歌好きが集まる町なので、楽しみながら
歌に合わせた体操がしたい！

・車がないと不便な坂の町で、市の乗り
合いバスが走行中。
・1日、15日にいきいきサロンを開催。
・2層語らん場で自治会長より、「介護
予防に取り組み、魅力あるサロンにする
ため、年に数回地域の老健のPTに来て
ほしい」と要望あり。

・自治会長、サロン代表者宅をSCが訪問し、相談。具体的な取り
組みを一緒に考える。地域住民に踊りの先生はいない。
⇒早見町にちなんだ歌詞をサロンと週1回のカラオケの集まりで
みんなで考え、脳トレにつなげよう！

・包括の保健師と情報共有し、地域の老健の
PTに相談、情報共有。

⇒体操をサロン参加者と一緒に作ろう！

相談

結果

介護予防

・「きよしのズンドコ節」を早見にちなんだ歌
詞にアレンジし「早見のズンドコ節」が完成。
・継続できるように体操のDVDを作成。
・コロナ対策のため、替え歌を録音して使用。
・コロナが終息したら、みんなで歌いながら
町のカラオケ大会で披露するのが目標。

好事例を他地区に広
める
・サロン代表者とSCで
自治会長に相談。町
内に歌詞カードを回覧
し、新メンバーや男性の
参加者を募集中。
・2層語らん場や市内の
語らん場パネル展で好
事例としてパネルや動
画で紹介。

♬ズンズンズン
ズンドコ 早見！！

これのあるけん、
雨の日もカッパば
来てくるとよ。玄関を出たら坂の町。

足腰弱らんごとせん
ば・・・。

協議



市町における生活支援体制取組状況
（諫早市）

内 容

背 景

実施までの流れ

その他

課名：諫早市東部包括支援センター
担当：伊東
連絡先：0957-32-6556

諫早市ではH28年度から「介護予防と生活支援の語らん場」（以下「語らん場」とする）が開催され、
住民が住み慣れた地域で暮らし続けられる仕組み作りについて話し合いを重ねてきた。
小長井地域では、より多くの住民に「語らん場」を知ってもらい、参加してもらう為に住民の力で語らん場周知目的のDVDを作成した。
並行して、アンケート作成委員会を発足し、小長井地域全体での困り事の実態把握の為のアンケート調査も実施した。
アンケート調査の結果を元に支え合うまちづくりに向けて協議を重ね、支え合いのまちづくり構想図が完成。個人的なリーダーがすすめ
るのではなく、次の世代に引き継いでいける様な支え合いのまちづくりを目指し、R４年、5自治会での語らん場開催。その後、「支え
合いの体制作り委員会」を発足し、規約や活動システム（案）を作成。今後の「こながい支えあい」について検討している。

支え合いのまちづくりをみんなで考えよう！

・今後、まずは「自治会ごとの語らん場」を開催しよう！！と決まった。
・「語らん場」「小長井地域の支え合いの体制作り」を浸透させ理解
して頂き、支え合いの町をつくろう！
・R4年7月～11月、
5自治会で語らん場実施！
・計95名の参加、支え合いの体制
作り賛同者85人、89％の方に賛同頂きました！！ 44

・自治会支部長の考えを元に構想図（案）を作成する
・民生委員定例会に自治会支部長参加。
構想図（案）について民生委員の皆さんに事前承認を得る

《語らん場1５回目開催！！》
支え合いのまちづくり構想図について意見を出し合いました！
・「この仕組みを考えるのは将来の自分達のためでもある」
・困った人の情報は、自治会や民生委員、近隣の人に集まるのでは？
との意見が出る。
・それらの意見をもとに構想図を修正、完成する。

《R4年11月 語らん場16回目開催！！》
・自治会ごとの語らん場 報告、皆で共有！
・自治会ごとの語らん場で出た質問
～ヘルパーさんの仕事、シルバー人材の仕事～について皆で整理しました！
・今後について話し合い、委員会メンバーを選出し、
「支え合いの体制委員会」を立ち上げ！！
小長井みんなで支え合おう！まずは委員会メンバーで今後心配な事は話
合っていこう！！という事が決まりました！！

《R5年1月～2月 委員会メンバーでの話し合い実施！！》
・委員会メンバーで、支援の内容（項目）について検討
・飯盛町の藤本氏訪問し他地区の規約等参考にこながいの規約（案）を
作ろう！ということで、話し合いました！
・こながい規約（案）、活動システム（案）作成！！
今後17回目の語らん場で共有し、意見を募り検討していく！！

住民が自分たちで
考え、それを声に出
し、行動できるように
なるまで、生活支援
コーディネーターは支
え続ける。

住民主体



市町における生活支援体制取組状況
（平戸市）

地域の気になる独居高齢者や高齢者夫婦に対して、週1回程度、訪問などにより安否確認を行う。
対象者はまち協でピックアップしまち協に登録する活動団体にボランティアの選出を依頼する。

ひとり暮らしの高齢者や高齢夫婦世帯が増えている。自治会に加入しない人も増え、地域の人と関わりが薄くなった。
となり近所が離れている場所も多く、安否確認ができにくくなった。孤独死は他人事ではなく未然に防げる町にしたい。

内 容

背 景

実施までの流れ

活動主体は、ま
ちづくり運営協
議会。

SCはボランティ
アの情報交換会
に参加し対象者
の情報を共有。

必要に応じて包
括支援センター
や担当ケアマネ
に情報提供をし
ている。

見守り訪問

圏域内のまち協で見守り活動が始まった
・独居高齢者や高齢夫婦の世帯が多い。
・他者との関わりが薄い人がいる。
・生活や体調の変化に気づきにくい。
⇒定期的に安否確認や生活の様子が確認で
きる仕組みが必要

まち協（協議体）の活動として安否確認
など、孤独死を出さないためにできるこ
とは何か。民生委員さんの活動と重複す
る部分で連携をどのように行うか。対象
者の絞り込みをどうするか。ボランティ
アとして誰に訪問してもらうか調整が難
航したが、先に取り組んだ地区の情報な
どを参考にしながら検討された。

概ね週１回の安否確認。確認の方法は自宅訪問
や集まりの場での確認でも可。訪問記録を残し、
気になることがあればまち協に報告する。コロ
ナ禍においては電話による安否確認が行われた。
訪問するボランティアは無償。委託を受けた団
体に対して活動費としての謝礼が発生する。

対象者は年齢や生活状況などの情報をもとに必
要性を判断しながらピックアップされ、定期的
に見直しが図っている。ボランティアは個人で
はなく、まち協に登録している活動団体（老人
会やサークルなど）に依頼をし、各グループ内
で対象者とのマッチングをする方式。
SCは必要に応じて情報提供や地域包括とのつな
ぎ役としてかかわっている。

１ ４

２ ３

課名：長寿介護課
担当：第１層ＳＣ 川田
連絡先：0950-22-9132
koureisya@city.hirado.lg.jp
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市町における生活支援体制取組状況
（雲仙市）

雲仙市において、山間地域には買い物をできる商店等がない。
交通の便も悪い上に、高齢化が進んでいる状況。
地域でふれあい・いきいきサロンを実施し高齢者の居場所はある。

背 景

実施までの流れ

継続性
お助け隊の確保
機器の活用
対象者の理解
協力者の確保

１ ４

２ ３

課名：雲仙市社協
担当：柿川・中村・浜里
連絡先：0957-37-2855

買い物に行くのが難しくなっている高齢者を対象として、大学生及び地域のスーパーとの共同で
地域で行っているサロン等の居場所において買い物ができる、新しい買い物支援システムの構築を
目指す。

買い物支援

内 容

協
働

大学生スーパーマーケット

〔課題〕
免許返納
介護
引きこもり
買い物難民

何とか
したい

〔協力者〕
長崎大学
ピープル
（スーパー）
行政
社会福祉協議会
フリーライン

オンライン
（ﾗｲﾌﾞｺﾏｰｽ）

試行 お助け隊
商品の発注

支払い
お届け

協議体での協議 実践

買い物支援システム

居場所の活用
買い物課題の解決

拡充
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P1

記入日  年    月    日

生活支援コーディネーター名               

日常生活ニーズ調査

壱岐市は、高齢期になっても健康で安心して暮せるまちの実現をめざし、各種施策に取り組んでいま

す。しかし、人口減少・少子高齢化と共に、一人暮らしや高齢者世帯が増える中、暮らしの中で支援を必

要とする方も増加しているものと思われます。

壱岐市地域包括支援センターでは、地域で暮らす高齢者の方々が、日常生活でどのようなことにお困

りで、どのようなサービスがあればよいと思っていらっしゃるのかを把握し、支援やサービスの更なる

充実を図るため、アンケート調査を実施することにいたしました。

このたび市が選任しました生活支援コーディネーターが、皆様のお暮らしの様子などを聞き取りなが

ら調査いたしますので、アンケートへのご回答につきまして、御理解・御協力を賜りますようお願いいた

します。

                              壱岐市地域包括支援センター

・氏名                   

   （差しつかえなければ、ご記入お願いします。）

・.年 齢        歳         ・性別   男  ・  女

（問１）家族構成について。

１．一人暮らし           

２．夫婦二人暮らし

３．その他の高齢者世帯  

４．家族同居（隠居、本家含む）              

５．その他

（問２）日中ひとりになることはありますか。

１．ほぼ毎日          ３．週１～２日程度

２．週３～５日程度        ４．ほとんどない

（問３）今、収入のある仕事をしていますか。（農業含む）

1．している            2．していない

（問４）現在のあなたの健康状態はどうですか。

１．よい             4．あまりよくない

２．まあよい           ５．よくない

３．ふつう

１．２．３．の方におたずねします。

島内に子供（支援者）が

ア．いる    イ．いない



P2

（問５） 車・バイクなどを運転していますか。

１．運転している （自家用車・バイク・キャリー・電動車・自転車 ）   

２．運転していない

（問６）週に何回ほど家から出ますか。（散歩や、畑・田んぼに行く場合も含む）

１．ほぼ毎日           ３．週１～２回程度

２．週３～５回程度        ４．ほとんど外出しない

（問７） 日頃よく出かけていくところについて、あてはまるものに○をつけてください。

（５つ以内）

１．友人のお宅          ７．畑や田んぼ

２．子どもや親戚のお宅      ８．買い物

３．グランドゴルフ・ゲートボール ９．運動や散歩

４．デイサービス・デイケア    １０．温泉

５．趣味活動             １１．病院

6．サロン             １２．その他

（問８） 携帯電話を持っていますか。

１．持っている          ２．持っていない

（問９） 要介護認定について。（分かる範囲で回答して下さい）          

１．認定なし        ４．要支援２       ７．要介護３

２．事業対象者       ５．要介護１       ８．要介護４

３．要支援１        ６．要介護２       ９．要介護５

（問１０） 利用している介護・福祉サービスはありますか。（あてはまるものすべてに○）

１．訪問介護（ヘルパー）      ７．福祉用具レンタル

２．訪問看護            ８．住宅改修

３．訪問リハビリテーション     ９．IP 緊急通報／見守りシステム

４．訪問入浴             １０．その他（        ）

５．通所型（デイサービス・デイケア） １１．利用していない

６．配食サービス



P3

（問１１）日常生活で困った時に、相談するのはどなたですか。（あてはまるものすべてに

○）

1．配偶者              ５．近所の人

２．同居の子ども          ６．友人・知人

３．別居の子ども          ７．その他（         ）

４．兄弟姉妹・親せき・親・孫    ８．そのような人はいない

（問１２）家族や友人・知人以外で、何かあったときに相談する相手を教えてください。（あ

てはまるものすべてに○）

１．自治会・隣保班・老人クラブ   ５．病院

２．社会福祉協議会・民生委員    ６．その他

３．ケアマネジャー       ７．そのような人はいない

４．地域包括支援センター・市役所

（問１３）ご近所付き合いについてお伺いします。

１．訪問してくれる人、訪問する人がいる ３．あいさつを交わす人がいる

２．立ち話をする人がいる        ４．ほとんど付き合いがない

（問１４）楽しみや、やりがいを感じることは何ですか。（あてはまるものすべてに○）     

１．近所の人や友人との交流      ５．菜園・田畑などの農作業

２．子どもや孫との交流        ６．趣味活動

３．地域の行事やボランティア活動   ７．その他

４．仕事               ８．特にない

（問１５）自分で食事の用意を週に何日程度していますか。

１．ほぼ毎日している       ３．週１～３日

２．週４～６日          ４．していない

（問１６）食事の用意ができない理由はなんですか。

１．体が不自由だから       ５．下ごしらえができない

２．家族がすべてしてくれるから  ６．火の始末や電気器具がうまく使えない

３．調理経験がない        ７．その他（           ）

４．メニューが浮かばない

（問１７）もし今後、食事の用意や買い物が困難になったとき、どのような食事支援のサー

ビスを利用したいですか。（あてはまるものすべてに○）

１．ヘルパー等による買い物支援   ３．配食サービス

２．ヘルパーによる訪問調理     ５．その他（          ）



P4

（問１８）配食サービスが必要になったとき、（利用中の場合も含む）どの時間帯を希望さ

れますか。

１．朝食          ２．昼食          ３．夕食

（問１９）現在、買い物はどのようにしていますか。（あてはまるものすべてに○）

１．自分でしている        ４．ヘルパーに頼んでいる

２．家族がしている        ５．宅配サービスを利用している

３．近所の人に頼んでいる     ６．その他

（問２０）掃除はどのようにしていますか。（あてはまるものすべてに○）

１．自分でしている        ３．ヘルパーに頼んでいる

２．家族がしている        ４．その他

（問２１）洗濯はどのようにしていますか。（あてはまるものすべてに○）

１．自分でしている        ３．ヘルパーに頼んでいる

２．家族がしている        ４．その他

（問 2２）現在、生活の中で手伝ってもらいたい困りごとはありますか。（あてはまるもの

すべてに○）

１．食事の準備、後片付け

２．買い物

３．家屋内の掃除、布団干し

４．ゴミの分別、ゴミ出し

５．窓拭き

６．電球、電池交換

７．エアコン、ファンヒーター、扇風機などの季節家電の掃除、入れ替え

８．家屋外の環境整備（草取り、庭木の伐採や手入れ、雨どい修繕など）

９．軽度な農作業の手伝い（農作物の水かけ、精米など）

１０．ペットの世話

１１．役所への各種申請手続きの代行

１２．地区の行事代行

１３．外出の支援（通院や買い物の時の送迎）

１４．趣味活動の支援（楽しみを見つけるための支援）

１５．その他（                     ）

１６．特にない



P5

（問２３）反対に、自分が誰かのためにしてあげられる事はありますか。（あてはまるもの

すべてに○）

１．食事の準備、後片付け

２．買い物

３．家屋内の掃除、布団干し

４．ゴミの分別、ゴミ出し

５．窓拭き

６．電球、電池交換

７．エアコン、ファンヒーター、扇風機などの季節家電の掃除、入れ替え

８．家屋外の環境整備（草取り、庭木の伐採や手入れ、雨どい修繕など）

９．軽度な農作業の手伝い（農作物の水かけ、精米など）

１０．ペットの世話

１１．役所への各種申請手続きの代行

１２．地区の行事代行

１３．外出の支援（通院や買い物の時の送迎）

１４．趣味活動の支援（手工芸など、得意なことを伝える支援）

１５．その他（            ）   

１６．特にない

（問 2４） 今後、住み慣れた地域で生活し続ける中で不安に感じることはありますか。想

像してみたときに、あてはまるものすべてに○をつけてください。

１．自身や同居家族だけでは身の回りのことを十分にできない

２．緊急時に何か頼めるような人が近くにいない

３．農業、漁業等、家業のこと（後継者、担い手）

４．近所に話し相手がいない  

５．経済的な不安がある

６．通院、買い物などの移動手段に不安がある       

８．健康面で不安がある

９．お墓の管理やご先祖供養に関することに不安がある

１０．その他（                    ）

１１．特にない

（問 2５）このサロンに通い始めた理由(動機)は何ですか

１．友人、知人に誘われた

２．家族に勧められた

３．自分から、興味があった



P6

（問 2６）.あなたが「通いの場」に参加するようになって、参加する以前と比べてどのよう

に変化しましたか

１．外出の機会が増えた  

２．人との交流が増えた

３．気持ちが明るくなった

４．健康になった

５．勉強の機会が増えた

６．趣味活動の幅が広くなった

７．その他（                    ）

８．特にない

（問 2７）ふだんから、健康や介護予防のために気をつけていることはありますか。（あて

はまるものすべてに○）

１．ウォーキングや体操など、定期的に運動している

２．規則的な生活を心がけている

３．休養や睡眠を十分にとっている

４．かかりつけの医師に定期的に診てもらっている

５．栄養バランスや、かむ回数に気をつけて食事をしている

６．口の中を清潔にしている

７．読み書きや計算など、頭を使う事をしている（新聞、日記、家計簿）

８．その他（                   ）

９．特にない

（問 2８）ご意見、ご要望などございましたらご記入ください。

ご協力ありがとうございました。



 ・調査手法　

東彼杵町「支えあいのある地域づくり」に関する調査

〇　調査の目的

　   生活支援コーディネーター及び第1層協議体等による聞き取り調査

　   東彼杵町内に在住する満６５歳以上の高齢者の方

　急速な高齢化が進む中で、団塊の世代が75歳以上になる2025年には介護人材の
不足が起こることが予測されています。
　今後、要介護状態になっても住み慣れた地域で、生きがいや役割をもって生活していく
ためには、介護サービスだけではなく、地域にある支えあいの力も活用して生活を継続して
いく必要があります。
　この調査は、このような支援体制づくりを進めていくために、現在の高齢者の実態や地域
にある課題や必要としている事などを把握するため、調査及びデータ分析を行い、生活支
援体制整備事業の方向性を検討する基礎資料とするためのものです。

【個人情報の取り扱いについて】
　本調査で得られた情報につきましては、町政の目的以外には使用しません。
　また、当該情報については、役場庁内で適切に管理いたします。

〇　方法
 ・調査対象　
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（１）あなたは現在お仕事をしていますか？

（２）（１）で、１．している　と答えた方は差しつかえなければ職業を教えてください。

 問1　あなたについて（「あなた」は調査対象者を指します。）

　　　  あなたの性別(どちらかに〇)と年代(どれかに○)を教えてください。

問４　あなたの家族構成について

 問５　お住まいの地区やご近所付き合いについて

（２）あなたがお住まいの地区に、いきいきサロン・ゲートボール・グランドゴルフ等が
　　　   ありますか？

　　　  あなたの家族構成を教えてください。

男　性 　・ 　女　性　　              年代（　60代 ・ 70代 ・ 80代 ・ 90代 以上　）

 1.  1人暮らし    2.  高齢者のみの世帯(65歳以上)　   3.  その他の世帯

（１）お住まいの地区(自治会)はどちらですか？

（　　　　　　　　　　　　　　）地区

 問2　あなたの要介護または要支援の認定について

（２）（１）で１．受けている　と答えた方は要介護（要支援）度を教えてください。

　　　　　　　　1．ある　　　　　　　　　　　2．ない　　　　　　　　　　 ３．わからない

（３）（２）で、1．ある　と答えられた方にお尋ねします。
　         いきいきサロン・ゲートボール・グランドゴルフ等のいずれかに参加されていますか？

1．参加している　　　　　　　　　　　　2．参加していない

（４）あなたはご近所の方と会って話をすることがありますか？

1．毎日～週に数回　　　　2．週1回～月に数回　　　　3．年に数回～年1回

（１）あなたは現在要介護または要支援の認定を受けていますか？

　　　　　　　　　　　　1.受けている　　　　　　　　　　　　　２．受けていない

要支援１・　要支援２・　要介護１・　要介護２・　要介護３以上（要介護４・５を含む）

 問３　あなたのお仕事について

　　　　　　　　　　　　1.している　　　　　　　　　　　　　２．していない

　　　　　１．農業　　　２．農業以外の自営業　　　３．その他（　　　　　　　　　　　　　）
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（２）あなたが病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人がいますか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．いる　　　　　　　　　　　　　2．いない

   　　1. ゴミ出し
   　　3. 庭木の手入れ
   　　5. 家の中や庭の簡単な掃除
  　　 7. お風呂の支度や洗濯
  　　 9. 安否確認（日々の声掛け）
   　11. 話し相手
   　13. 病院やスーパーなどへの移動
   　15. その他（　  　　            　）

   　　　2. 日用品の買い物
  　　　 4. 簡単な家具の移動や電球交換など
   　　　6. 食事の準備や配食
  　　　 8. 病院受診や買い物の付き添い
  　　 10. 交流会場へのお誘い
  　　 12. 生活の相談
   　　14. 墓掃除

（１）あなたの心配事や愚痴(ぐち)を聞いてくれる人がいますか？

問6　あなたの移動手段について

（５）あなたは現在、近所付き合い以外で、どの程度のお付き合いをされていますか？
        　　 (直接会う以外にも、電話やメール、手紙のやり取りなども含まれます。)

問7　地域での活動について

　　　  地域住民の有志によって、老人会、サロン以外に皆が集まって体操をしたり、会話
　　　  を楽しむ場所(居場所)が出来たら参加してみたいと思いますか？

　　　 町内において外出する際の主な移動手段は何ですか？（主なもの２つまで回答可）

 　１.徒歩　　　　   　　　　　　　　　２.自転車　　　　   　　　　　　　 ３.バイク（原付含む）　

　 ４.自動車（自分で運転）　　　５.自動車（人に乗せてもらう）６.列車

　 ７.バス（町営バス以外も含む）８.病院や施設の車　　　　　　　 ９.車椅子

１０.歩行器・シルバーカー　　    １１.タクシー　　　　              １２.その他（            ）

（４）（３）で、1．ある　と答えた方にお尋ねします。どんな手助けを受けていますか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

問8　 助けあいについて(あなたと周りの人の「助けあい」についてお尋ねします。) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．いる　　　　　　　　　　　　　2．いない

１.是非参加したい　　　　   ２.参加してもよい　　　　   ３.参加したくない

　　　　　　　　　　　　　　　　　1．ある　　　　　　　　　　　　　2．ない

① お住まいの地区以外の
　　友人・知人       　　　 ⇒  1. 頻繁に       2. 時々       3. 殆どない       4. 全くない

（３）今、手助けを受けている事がありますか？

② 同居家族以外の
　　家族・親族・親類       ⇒  1. 頻繁に       2. 時々       3. 殆どない       4. 全くない
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   　　1. ゴミ出し
   　　3. 庭木の手入れ
   　　5. 家の中や庭の簡単な掃除
  　　 7. お風呂の支度や洗濯
  　　 9. 安否確認（日々の声掛け）
   　11. 話し相手
   　13. 病院やスーパーなどへの移動
   　15. その他（　  　　            　）

   　　　2. 日用品の買い物
  　　　 4. 簡単な家具の移動や電球交換など
   　　　6. 食事の準備や配食
  　　　 8. 病院受診や買い物の付き添い
  　　 10. 交流会場へのお誘い
  　　 12. 生活の相談
   　　14. 墓掃除
   　　16. ない

（５）全員の方にお尋ねします。あなたが利用したい助けあいは何ですか ？（複数回答可）

（８） （７）で、１．２．３．と答えた方は差し支えがなければお名前を教えてください。

　　　　     氏　　　　  　名　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　）

      アンケートは以上です。 ご協力ありがとうございました。

（７） あなたは、自分にできる助けあい活動をやってみたいと思いますか？

（６） 東彼杵町での助けあい・支えあい活動についてどのように思いますか？

１、必要だと思う　　　　　２、あれば助かる　　　３、特に必要とは思わない

       1. １人でもやってみたい　　　　　　　　　　       2. 仲間とならやってみたい
 　　　3. 今すぐは難しいが、いずれはやってみたい　　　4. やってみたいとは思わない

（９） 参加してみたい、または取り組んでみたいという活動はありますか？（複数回答可）

　１．ご自分の地域での活動
　２．ご自分の地域に限らない活動
　３．有償ボランティア（ゴミ出しや買い物、病院付き添いなど生活の困り事を支援）
　４．無償ボランティア（ゴミ出しや買い物、病院付き添いなど生活の困り事を支援）
　５．居場所などのつどいの場
　６．移動支援に関する活動
　７．その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　）
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